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◇規     則◇ 

 

 阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成29年６月28日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 谷 本 光 司 

阪神水道企業団規則第４号 

阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則の一部を改正する規則 

 阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則（昭和40年規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（失業者の退職手当） 

第10条 省略 

２～９ 省略 

10 第１項、第３項又は前項に規定する場

合のほか、これらの規定による退職手

当の支給を受ける者に対しては、次に

掲げる場合には、雇用保険法第 24条か

ら第 28条までの規定による基本手当の

支給の例により、当該基本手当の支給

の条件に従い、第１項又は第３項の退

職手当を支給することができる。 

⑴ 省略 

⑵  その者が次のいずれかに該当する

場合 

イ  特定退職者であつて、雇用保険

法第 24条の２第１項各号に掲げる

者に相当する者として企業長が別

に定める者のいずれかに該当し、

かつ、企業長が同項に規定する指

導基準に照らして再就職を促進す

るために必要な職業安定法（昭和

22年法律第141号）第４条第４項に

規定する職業指導を行うことが適

当であると認めたもの 

ロ  雇用保険法第 22条第２項に規定

する厚生労働省令で定める理由に

 

（失業者の退職手当） 

第10条 省略 

２～９ 省略 

10 第１項、第３項又は前項に規定する場

合のほか、これらの規定による退職手

当の支給を受ける者に対しては、次に

掲げる場合には、雇用保険法第 24条か

ら第 28条までの規定による基本手当の

支給の例により、当該基本手当の支給

の条件に従い、第１項又は第３項の退

職手当を支給することができる。 

⑴ 省略 
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より就職が困難な者であつて、同

法第 24条の２第１項第２号に掲げ

る者に相当する者として企業長が

別に定める者に該当し、かつ、企

業長が同項に規定する指導基準に

照らして再就職を促進するために

必要な職業安定法第４条第４項に

規定する職業指導を行うことが適

当であると認めたもの 

⑶ 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第

１項の規定による措置を決定した場

合 

⑷ 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第

１項の規定による措置を決定した場

合 

11 第１項、第３項及び第５項から前項ま

でに定めるもののほか、第１項又は第

３項の規定による退職手当の支給を受

けることができる者で次の各号の規定

に該当するものに対しては、それぞれ

当該各号に掲げる金額を、退職手当と

して、雇用保険法の規定による技能習

得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促

進手当、移転費又は求職活動支援費の

支給の条件に従い支給する。  

⑴～⑷ 省略 

⑸  公共職業安定所、職業安定法第４

条第８項に規定する特定地方公共団

体若しくは同法第18条の２に規定する

職業紹介事業者の紹介した職業に就

くため、又は企業長が雇用保険法の

規定の例により指示した同法第58条第

１項に規定する公共職業訓練等を受

けるため、その住所又は居所を変更

する者  同条第２項に規定する移転

費の額に相当する金額 

⑹ 省略 

12～17 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第

１項の規定による措置を決定した場

合 

⑶ 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第

１項の規定による措置を決定した場

合 

11 第１項、第３項及び第５項から前項ま

でに定めるもののほか、第１項又は第

３項の規定による退職手当の支給を受

けることができる者で次の各号の規定

に該当するものに対しては、それぞれ

当該各号に掲げる金額を、退職手当と

して雇用保険法の規定による技能習得

手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進

手当、移転費又は求職活動支援費の支

給の条件に従い支給する。  

⑴～⑷ 省略 

⑸  公共職業安定所の紹介した職業に

就くため、又は企業長が雇用保険法

の規定の例により指示した同法第58条

第１項に規定する公共職業訓練等を

受けるため、その住所又は居所を変

更する者 

同条第２項に規定する移転費の額に

相当する金額 

 

 

⑹ 省略 

12～17 省略 
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附 則 

 （施行期日） 

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す

る。 

 （経過措置） 

２ 平成34年３月31日以前に退職した職員

に対する第10条第10項の規定の適用につ

いては、同項中「第28条まで」とあるの

は「第28条まで及び附則第５条」と、同

項第２号中「ロ 雇用保険法第22条第２

項に規定する厚生労働省令で定める理

由により就職が困難な者であつて、同

法第24条の２第１項第２号に掲げる者に

相当する者として企業長が別に定める

者に該当し、かつ、企業長が同項に規

定する指導基準に照らして再就職を促

進するために必要な職業安定法第４条

第４項に規定する職業指導を行うこと

が適当であると認めたもの」とあるの

は「ロ 雇用保険法第22条第２項に規定

する厚生労働省令で定める理由により

就職が困難な者であつて、同法第24条の

２第１項第２号に掲げる者に相当する

者として企業長が別に定める者に該当

し、かつ、企業長が同項に規定する指

導基準に照らして再就職を促進するた

めに必要な職業安定法第４条第４項に

規定する職業指導を行うことが適当で

あると認めたもの  ハ  特定退職者で

あつて、雇用保険法附則第５条第１項

に規定する地域内に居住し、かつ、企

業長が同法第24条の２第１項に規定する

指導基準に照らして再就職を促進する

ために必要な職業安定法第４条第４項

に規定する職業指導を行うことが適当

であると認めたもの（イに掲げる者を

除く。）」とする。 

 

   附 則  

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

備考 
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１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれ

た部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第11項第５号の改正規定及び

附則第３項の規定は平成30年１月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則（以下この項

及び次項において「改正後の規則」という。）第10条第10項（第２号に係る部分に限

り、改正後の規則附則第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定

は、退職職員（退職した阪神水道企業団職員退職手当金条例第２条に規定する職員を

いう。次項において同じ。）であって阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則第

10条第１項第２号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数

分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法（昭和49年法律第116号）の

規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日

数分の同条第３項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについ

て適用する。 

３ 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律（平成29年法律第14号）第４

条の規定による改正後の職業安定法（昭和22年法律第141号）（以下この項において

「改正後の職業安定法」という。）第４条第８項に規定する特定地方公共団体又は改

正後の職業安定法第18条の２に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたも

のに対する改正後の規則第10条第11項（第５号に係る部分に限り、阪神水道企業団退

職手当金条例施行規則第10条第15項において準用する場合を含む。）の規定は、当該

退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第１項ただし書に規定する規定の施

行の日以後である場合について適用する。 

                                          

 阪神水道企業団公報発行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成29年７月５日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 谷 本 光 司 

阪神水道企業団規則第５号 

阪神水道企業団公報発行規則の一部を改正する規則 

 阪神水道企業団公報発行規則（昭和35年規則第６号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（発行日等） 

第３条 省略 

２ 省略 

 

（発行日） 

第３条 省略 

２ 省略 
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第 ４ 条  公 報 は 、 次 の 者 に 無 償 配 布 す

る。 

⑴及び⑵ 省略 

⑶  神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市

及び宝塚市の議会事務局 

 ⑷ 省略 

２ 省略 

第４条  公報は、次のものに無償配布す

る。 

⑴及び⑵ 省略 

⑶  神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋

市の議会事務局 

 ⑷ 省略 

２ 省略 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれ

た部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

 この規則は公布の日から施行し、平成29年４月１日から適用する。 

 

 

◇訓     令◇ 

 

訓令第３号 

庁中一般  

各  所  

阪神水道企業団公用車管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成29年７月５日 

阪神水道企業団      

企業長 谷 本 光 司  

   阪神水道企業団公用車管理規程の一部を改正する訓令 

 阪神水道企業団公用車管理規程（平成28年訓令第４号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

 （私有車の公務使用） 

第15条 職員が所有し、通常通勤のために

使 用 し て い る 自 動 車 等 （ 以 下 「 私 有

車」という。）は、公務のために使用

してはならない。ただし、非常災害の

発生その他緊急やむを得ない場合及び

職員が私有車の公務使用を申し出た場

合であって、所属長が特に認めたとき

は、この限りでない。 

 

（私有車の公務使用の禁止） 

第15条  私有車(職員が所有し、通常通勤

のために使用している自動車等)は、公

務のために使用してはならない。ただ

し、非常災害の発生その他緊急やむを

得ない場合であって、所属長が承認し

たとき、その他特別の定めがある場合

は、この限りでない。 
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２  前項ただし書の規定により、私有車

を公務に使用する場合は、当該私有車

を公用車とみなして、第５条第２項及

び第３項、第９条、第10条、第11条第１

項、第12条、第14条の規定を適用する。 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれ

た部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

４  改正前の欄の太線で囲まれた様式（以下「改正様式」という｡）に対応する改正後の欄の太線で囲まれた

部分（以下「改正後様式」という｡）がある場合には、当該改正様式を当該改正後様式に改める。 

５  改正後様式に対する改正様式がない場合には、当該改正後様式を加える。 

６  改正様式に対応する改正後様式がない場合には、当該改正様式を削る。 

 

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

 

 

◇管 理 規 程◇  

 

阪神水道企業団管理規程第２号 

 阪神水道企業団財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成29年７月６日 

阪神水道企業団      

企業長 谷 本 光 司  

阪神水道企業団財務規程の一部を改正する規程 

阪神水道企業団財務規程（平成26年管理規程第３号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

別表（第25条、第138条関係） 

勘定科目表 

  収益勘定 

款 項 目 節 科目区分

の説明 

水道

事業

収益 

    

     

  分賦   

 

別表（第25条、第138条関係） 

勘定科目表 

  収益勘定 

款 項 目 節 科目区分

の説明 

水道

事業

収益 

    

     

  分賦   



    平成29年 7 月18日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第306号     

 

 

 

- 8 -

金 

   神 戸 市

分賦金 

（省略） 

   尼 崎 市

分賦金 

（省略） 

   西 宮 市

分賦金 

（省略） 

   芦 屋 市

分賦金 

（省略） 

   宝 塚 市

分賦金 

宝 塚 市 か

ら の 分 賦

金 

     

  補助

金 

  

   神戸市

補助金 

（省略） 

   尼崎市

補助金 

（省略） 

   西宮市

補助金 

（省略） 

   芦屋市

補助金 

（省略） 

 

 

  宝塚市

補助金 

宝 塚 市 か

ら の 補 助

金 
 

金 

   神 戸 市

分賦金 

（省略） 

   尼 崎 市

分賦金 

（省略） 

   西 宮 市

分賦金 

（省略） 

   芦 屋 市

分賦金 

（省略） 

     

  補助

金 

  

   神戸市

補助金 

（省略） 

   尼崎市

補助金 

（省略） 

   西宮市

補助金 

（省略） 

   芦屋市

補助金 

（省略） 

 

 

 

 

 

備考 

 改正後の欄の表又は様式中太線で囲まれた部分を加える。 

 

附 則 

この規程は、公布の日から施行し、平成29年４月１日から適用する。 

 

 

◇告     示◇  

 

阪神水道企業団告示第1 6号  

下記の者は、平成2 9年６月1 9日付けをもって、阪神水道企業団議会議員を辞職したの

で告示する。 
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平成2 9年６月1 9日 

阪神水道企業団 

企業長 谷 本 光 司  

記 

中  川  經  夫  

                                          

阪神水道企業団告示第1 7号  

阪神水道企業団規約第９条の規定により、阪神水道企業団議会議員の補欠選挙を下記

のとおり行う。 

平成2 9年６月1 9日 

阪神水道企業団 

企業長 谷 本 光 司  

記 

１ 選挙する期間   平成2 9年６月1 9日から 

           平成2 9年７月1 8日まで 

１ 選挙する議員数  １名 

１ 選挙する市    西宮市 

                                          

阪神水道企業団告示第1 8号  

平成2 9年６月1 9日西宮市議会において執行された阪神水道企業団議会議員補欠選挙の

結果、次のとおり当選した。 

平成2 9年６月1 9日 

阪神水道企業団 

企業長 谷 本 光 司  

記 

坂 上   明  

花 岡 ゆたか 

                                          

阪神水道企業団告示第1 9号  

下記の者は、平成2 9年６月2 2日付けをもって、阪神水道企業団議会議員を辞職したの

で告示する。 

平成2 9年６月2 2日 

阪神水道企業団 

企業長 谷 本 光 司  

記 

長 瀬 たけし   菅 野 吉 記   むらの 誠 一 

安 達 和 彦   藤 原 武 光 

                                          

 



    平成29年 7 月18日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第306号     

 

 

 

- 10 -

阪神水道企業団告示第2 0号  

阪神水道企業団規約第９条の規定により、阪神水道企業団議会議員の補欠選挙を下記

のとおり行う。 

平成2 9年６月2 2日 

阪神水道企業団 

企業長 谷 本 光 司  

記 

１ 選挙する期間   平成2 9年６月2 2日から 

           平成2 9年７月2 1日まで 

１ 選挙する議員数  ５名 

１ 選挙する市    神戸市 

                                          

阪神水道企業団告示第2 1号  

平成2 9年６月2 3日神戸市会において執行された阪神水道企業団議会議員補欠選挙の結

果、次のとおり当選した。 

平成2 9年６月2 3日 

阪神水道企業団 

企業長 谷 本 光 司  

記 

山 本 じゅんじ   橋 本   健   坊  やすなが 

藤 本 浩 二   大 井 としひろ   安 井 俊 彦 

                                          

阪神水道企業団告示第2 2号 

下記の者は、尼崎市議会議員の任期満了により、平成2 9年６月2 6日付けをもって、阪

神水道企業団議会議員の職を失った。 

平成2 9年６月2 7日 

阪神水道企業団 

企業長 谷 本 光 司  

記 

辻     修 

都 築 徳 昭 

安 田 雄 策 

                                          

阪神水道企業団告示第2 3号 

阪神水道企業団規約第９条の規定により、阪神水道企業団議会議員の補欠選挙を下記

のとおり行う。 

平成2 9年６月2 7日 

阪神水道企業団 

企業長 谷 本 光 司  
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記 

  １ 選挙する期間   平成2 9年６月2 7日から      

                        平成2 9年７月2 6日まで      

  １ 選挙する議員数    ３名 

  １ 選挙する市        尼崎市 

                                          

阪神水道企業団告示第2 4号  

平成2 9年７月1 2日尼崎市議会において執行された阪神水道企業団議会議員補欠選挙の

結果、次のとおり当選した。 

平成2 9年７月1 2日 

阪神水道企業団 

企業長 谷 本 光 司  

記 

光 本 圭 佑 

上 松 圭 三 

杉 山 公 克 

 

 

◇公     告◇  

 

阪神水道企業団公告 

 事後審査型条件付き一般競争入札により契約を締結するので、次のとおり公告する。 

 本入札案件は兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）

を利用して行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、「兵庫県電子入札

共同運営システム利用規約」及び「兵庫県電子入札共同運営システム阪神水道企業団運

用基準」に従って行う。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「電子入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成2 9年６月2 2日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 谷 本 光 司 

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   工管事第2 0号 

工 事 名   除塵機用洗浄ポンプ並びにコンベヤ点検整備工事 

 ⑵ 工事場所   大道取水場（大阪市東淀川区大道南２丁目９番2 0号） 

⑶ 工事概要    除塵機用洗浄ポンプ（A-３、４号）及び傾斜コンベヤの点検整備

を行う。 

 ア 対象機器 
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    洗浄ポンプ（着脱式8 0A 3φ200V 18.5kW） ２台 

    洗浄ポンプ吊り上げ装置         ２基 

    傾斜コンベヤ              １台 

イ 機器撤去据付工              一式 

 ウ 配管撤去据付工              ２箇所 

 エ 傾斜コンベヤ点検整備工          １台 

 オ 電線路布設、配線工            ２台 

 カ 盤内清掃工                １面 

 キ 組合せ試験工               ２台 

 ク 試運転調整工               一式 

⑷ 工事期間   契約締結日の翌日から平成3 0年３月1 6日㈮まで 

 ⑸ 支払方法   完成払い 

 ⑹ 前 金 払   なし 

 ⑺ 予定価格   事後公表 

 ⑻ 最低制限価格 設定あり 

 ⑼ 担保期間   １年 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  契約金額の100分の５以上。ただし、保険会社との間に阪神水道

企業団（以下「企業団」という。）を被保険者とする履行保証保険

契約（定額てん補、付保割合100分の５以上）を締結した場合は、

その保険証書の提出をもって、契約保証金に代えることができる。 

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項 

   「電子入札公告共通事項」に記載のとおり。 

 ⑵ 個別資格要件事項 

  ア 企業団における平成2 9・3 0年度競争入札参加資格（登録工種：機械器具設置工

事）を有していること。 

  イ 平成1 9年度以降に国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関発注工事の元請と

して、仕様書に記す同等設備の点検整備実績を有すること。 

４ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、電子入札システム上の質問回答機能によらず、

次のとおり電子メール（入札公告ページに掲載の指定様式）により受け付ける。 

 ⑴ 受付期限   平成2 9年６月2 9日㈭ 午後５時0 0分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成2 9年７月３日㈪に入札公告ページに掲載する。 
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          入札参加者は、この回答を必ず確認すること。 

５ 入札参加申込方法 

 ⑴ 電子入札の場合 

  ア 提出書類 

   (ア) 条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号。申込者の印を押印のこと。） 

   (ｲ) 同種又は類似工事（業務）の施工（履行）実績（様式第２号） 

   (ウ) 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

  イ 受付期間    公告日から平成2 9年７月７日㈮まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）電子入札システムの稼働時間内（午前９時0 0分から午

後８時0 0分。ただし、最終日は午後５時0 0分まで。） 

  ウ 留意事項    添付書類のファイル容量が１ＭＢを超える場合は、電子入札シ

ステム上で資料目録（様式第６号）を送信し、添付書類を次の電

子メールアドレス宛に送信又は持参により提出すること。 

           阪神水道企業団総務課契約係 宛 

           E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑵ 紙入札の場合 

   紙入札（紙の入札書を提出して行う入札をいう。以下同じ。）による入札を希望

する者は、やむを得ない事情により電子入札システムを使用して入札に参加できな

い場合のみとし、次のとおり紙入札参加に必要な書類を持参により提出すること。

郵送は認めない。 

  ア 提出書類 

   (ア) 紙入札参加承認願（様式第５号。電子入札システムを使用できない理由を記

載のこと。） 

   (イ) 上記５⑴アに示す提出書類 

  イ 提出場所   本庁舎 ３階 総務部総務課契約係 

           神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

  ウ 受付期間    公告日から平成2 9年７月６日㈭まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）毎日午前９時3 0分から午後４時3 0分まで（午前1 1時3 0

分から午後１時3 0分までを除く。） 

６ 入札書提出期間及び方法 

⑴ 電子入札システムにより入札する場合 

  ア 提出期間   第１日目 平成2 9年７月1 0日㈪午前９時0 0分から午後８時0 0分

まで 

           第２日目 平成2 9年７月1 1日㈫午前９時0 0分から午後３時0 0分

まで 

  イ 方  法   電子入札システムにより、入札書に工事費内訳書（設計書に示

す様式）を添付して送信すること。入札書、入札書受信確認通知

及び入札書受付票は控えとして印刷し、保存すること。 

 ⑵ 紙入札により入札する場合（紙入札の承認を得た場合に限る。） 
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  ア 提出期限   入札日第２日目の午後３時0 0分まで 

  イ 方   法   企業団本庁舎３階総務部総務課契約係まで入札書及び工事費内

訳書を持参により提出すること。郵送は認めない。 

７ 開札日時   平成2 9年７月1 2日㈬ 午前９時3 0分から 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電 話(078)4 3 1-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)4 3 1-2664 

                                        

阪神水道企業団公告 

 事後審査型条件付き一般競争入札により契約を締結するので、次のとおり公告する。 

 本入札案件は兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）

を利用して行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、「兵庫県電子入札

共同運営システム利用規約」及び「兵庫県電子入札共同運営システム阪神水道企業団運

用基準」に従って行う。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「電子入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成2 9年７月４日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 谷 本 光 司 

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   改管事第２号 

工 事 名   水質試験所 受電設備取替工事 

 ⑵ 工事場所   水質試験所（猪名川浄水場構内：尼崎市田能５丁目1 1番１号) 

 ⑶ 工事概要   水質試験所に設置している受電設備の取替えを行う。 

対象機器 

猪名川浄水場 水質試験所電源盤 １面 

水質試験所  高圧盤      ４面 

動力分電盤    １面 

電灯分電盤    １面 

 ⑷ 工事期間   契約締結日の翌日から平成3 0年３月3 0日㈮まで 

 ⑸ 支払方法   完成払い 

 ⑹ 前 金 払   なし 

 ⑺ 予定価格   事後公表 

 ⑻ 最低制限価格 設定あり 

 ⑼ 担保期間   １年 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  契約金額の100分の５以上。ただし、保険会社との間に阪神水道
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企業団（以下「企業団」という。）を被保険者とする履行保証保険

契約（定額てん補、付保割合100分の５以上）を締結した場合は、

その保険証書の提出をもって、契約保証金に代えることができる。 

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項 

   「電子入札公告共通事項」に記載のとおり。 

 ⑵ 個別資格要件事項 

  ア 企業団における平成2 9・3 0年度競争入札参加資格（登録工種：電気工事）を有

していること。 

イ 平成1 9年度以降に国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関発注工事の元請と

して、仕様書に記す同程度の高圧配電機器の施工実績を有すること。 

４ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、電子入札システム上の質問回答機能によらず、

次のとおり電子メール（入札公告ページに掲載の指定様式）により受け付ける。 

 ⑴ 受付期限   平成2 9年７月1 1日㈫ 午後５時0 0分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成2 9年７月1 3日㈭に入札公告ページに掲載する。 

          入札参加者は、この回答を必ず確認すること。 

５ 入札参加申込方法 

 ⑴ 電子入札の場合 

  ア 提出書類 

   (ア) 条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号。申込者の印を押印のこと。） 

   (イ) 同種又は類似工事（業務）の施工（履行）実績（様式第２号） 

(ウ) 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

  イ 受付期間    公告日から平成2 9年７月2 0日㈭まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）電子入札システムの稼働時間内（午前９時0 0分から午

後８時0 0分まで。ただし、最終日は午後５時0 0分まで。） 

  ウ 留意事項   添付書類のファイル容量が１ＭＢを超える場合は、電子入札シ

ステム上で資料目録（様式第６号）を送信し、添付書類を次の電

子メールアドレス宛に送信又は持参により提出すること。 

           阪神水道企業団総務課契約係 宛 

           E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑵ 紙入札の場合 

   紙入札（紙の入札書を提出して行う入札をいう。以下同じ。）による入札を希望

する者は、やむを得ない事情により電子入札システムを使用して入札に参加できな
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い場合のみとし、次のとおり紙入札参加に必要な書類を持参により提出すること。

郵送は認めない。 

  ア 提出書類 

   (ア) 紙入札参加承認願（様式第５号。電子入札システムを使用できない理由を記

載のこと。） 

   (イ) 上記５⑴アに示す提出書類 

  イ 提出場所   本庁舎 ３階 総務部総務課契約係 

           神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

  ウ 受付期間   公告日から平成2 9年７月1 9日㈬まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）毎日午前９時3 0分から午後４時3 0分まで（午前1 1時3 0

分から午後１時3 0分までを除く。） 

６ 入札書提出期間及び方法 

 ⑴ 電子入札システムにより入札する場合 

  ア 提出期間   第１日目 平成2 9年７月2 1日㈮午前９時0 0分から午後８時0 0分

まで 

           第２日目 平成2 9年７月2 4日㈪午前９時0 0分から午後３時0 0分

まで 

  イ 方  法   電子入札システムにより、入札書に工事費内訳書（設計書に示

す様式）を添付して送信すること。入札書、入札書受信確認通知

及び入札書受付票は控えとして印刷し、保存すること。 

 ⑵ 紙入札により入札する場合（紙入札の承認を得た場合に限る。） 

  ア 提出期限   入札日第２日目の午後３時0 0分まで 

  イ 方   法   企業団本庁舎３階総務部総務課契約係まで入札書及び工事費内

訳書を持参により提出すること。郵送は認めない。 

７ 開札日時   平成2 9年７月2 5日㈫ 午前９時3 0分から 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電 話(078)4 3 1-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)4 3 1-2664 

                                          

阪神水道企業団公告 

 事後審査型条件付き一般競争入札により契約を締結するので、次のとおり公告する。 

 本入札案件は兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）

を利用して行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、「兵庫県電子入札

共同運営システム利用規約」及び「兵庫県電子入札共同運営システム阪神水道企業団運

用基準」に従って行う。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「電子入札公告共通事項」によるものと

する。 
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  平成2 9年７月４日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 谷 本 光 司 

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   委管事第1 9号 

委 託 名   オゾン接触槽及び活性炭吸着槽圧力室清掃業務委託 

 ⑵ 委託場所   猪名川浄水場（尼崎市田能５丁目1 1番１号） 

尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番6 5号） 

 ⑶ 委託概要    猪名川浄水場及び尼崎浄水場のオゾン接触槽及び活性炭吸着槽圧

力室（空気分散孔穿孔、スリット板含む。）の清掃を行う。 

  ア 猪名川浄水場 オゾン接触槽清掃工（Ⅱ系）            ３槽 

           活性炭吸着槽圧力室清掃工（Ⅰ系、Ⅱ系及びⅢ系） 4 0槽 

  イ 尼崎浄水場  オゾン接触槽清掃工                             １槽 

           活性炭吸着槽圧力室清掃工（Ａ系及びＢ系）    1 6槽 

 ⑷ 委託期間   契約締結日の翌日から平成3 0年３月1 6日㈮まで 

 ⑸ 支払方法   完成払い 

 ⑹ 前 金 払   なし 

 ⑺ 予定価格   事後公表 

 ⑻ 最低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   なし 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  契約金額の100分の５以上。ただし、保険会社との間に阪神水道

企業団（以下「企業団」という。）を被保険者とする履行保証保険

契約（定額てん補、付保割合100分の５以上）を締結した場合は、

その保険証書の提出をもって、契約保証金に代えることができる。 

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項 

   「電子入札公告共通事項」に記載のとおり。 

 ⑵ 個別資格要件事項 

ア 企業団における平成2 9・3 0年度競争入札参加資格（登録工種：土木一式工事）

を有していること。 

  イ 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は宝塚市のいずれかに本店を有すること。 

  ウ 建設業法（昭和2 4年法律第100号）に規定する経営事項審査結果の直近の総合

評点が土木一式工事について820点以下で、本契約予定日平成2 9年７月下旬まで

経営事項審査結果通知書の期間が有効であることが申込期限日までに確認できる

こと。 



    平成29年 7 月18日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第306号     

 

 

 

- 18 -

４ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、電子入札システム上の質問回答機能によらず、

次のとおり電子メール（入札公告ページに掲載の指定様式）により受け付ける。 

 ⑴ 受付期限   平成2 9年７月1 1日㈫ 午後５時0 0分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成2 9年７月1 3日㈭に入札公告ページに掲載する。 

          入札参加者は、この回答を必ず確認すること。 

５ 入札参加申込方法 

 ⑴ 電子入札の場合 

  ア 提出書類 

   (ア) 条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号。申込者の印を押印のこと。） 

   (イ) 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

  イ 受付期間   公告日から平成2 9年７月2 0日㈭まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）電子入札システムの稼働時間内（午前９時0 0分から午

後８時0 0分まで。ただし、最終日は午後５時0 0分まで。） 

  ウ 留意事項   添付書類のファイル容量が１ＭＢを超える場合は、電子入札シ

ステム上で資料目録（様式第６号）を送信し、添付書類を次の電

子メールアドレス宛に送信又は持参により提出すること。 

           阪神水道企業団総務課契約係 宛 

           E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑵ 紙入札の場合 

   紙入札（紙の入札書を提出して行う入札をいう。以下同じ。）による入札を希望

する者は、やむを得ない事情により電子入札システムを使用して入札に参加できな

い場合のみとし、次のとおり紙入札参加に必要な書類を持参により提出すること。

郵送は認めない。 

  ア 提出書類 

   (ア) 紙入札参加承認願（様式第５号。電子入札システムを使用できない理由を記

載のこと。） 

   (イ) 上記５⑴アに示す提出書類 

  イ 提出場所   本庁舎 ３階 総務部総務課契約係 

           神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

  ウ 受付期間   公告日から平成2 9年７月1 9日㈬まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）毎日午前９時3 0分から午後４時3 0分まで（午前1 1時3 0

分から午後１時3 0分までを除く。） 

６ 入札書提出期間及び方法 

 ⑴ 電子入札システムにより入札する場合 

  ア 提出期間   第１日目 平成2 9年７月2 1日㈮午前９時0 0分から午後８時0 0分

まで 
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           第２日目 平成2 9年７月2 4日㈪午前９時0 0分から午後３時0 0分

まで 

  イ 方  法   電子入札システムにより、入札書に工事費内訳書（設計書に示

す様式）を添付して送信すること。入札書、入札書受信確認通知

及び入札書受付票は控えとして印刷し、保存すること。 

 ⑵ 紙入札により入札する場合（紙入札の承認を得た場合に限る。） 

  ア 提出期限   入札日第２日目の午後３時0 0分まで 

  イ 方  法    企業団本庁舎３階総務部総務課契約係まで入札書及び工事費内

訳書を持参により提出すること。郵送は認めない。 

７ 開札日時   平成2 9年７月2 5日㈫ 午前1 0時0 0分から 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電 話(078)4 3 1-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)4 3 1-2664 

                                          

阪神水道企業団公告 

 事後審査型条件付き一般競争入札により契約を締結するので、次のとおり公告する。 

 本入札案件は兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）

を利用して行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、「兵庫県電子入札

共同運営システム利用規約」及び「兵庫県電子入札共同運営システム阪神水道企業団運

用基準」に従って行う。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「電子入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成2 9年７月４日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 谷 本 光 司 

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   工管事第2 3号 

工 事 名   浄水処理用電動機修理及び点検整備工事 

 ⑵ 工事場所   猪名川浄水場（尼崎市田能５丁目1 1番１号） 

          尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番6 5号） 

 ⑶ 工事概要   浄水処理用電動機の修理及び点検整備を行う。 

ア 対象機器 

猪名川 Ⅰ系活性炭 SS 排除ブロワ 1,2 号（コイル巻替修理） 

Ⅱ系活性炭 SS 排除ブロワ 1,2 号、Ⅱ系中間ポンプ 1,2 号 

（精密点検整備） 

尼崎  揚水ポンプ２号（普通点検整備） 

イ 猪名川 
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浄水処理用電動機修理工   ２台 

浄水処理用電動機点検整備工 ４台 

ウ 尼崎 

浄水処理用電動機点検整備工 １台 

 ⑷ 工事期間   契約締結日の翌日から平成3 0年２月2 8日㈬まで 

 ⑸ 支払方法   完成払い 

 ⑹ 前 金 払   なし 

 ⑺ 予定価格   事後公表 

 ⑻ 最低制限価格 設定あり 

 ⑼ 担保期間   １年 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  契約金額の100分の５以上。ただし、保険会社との間に阪神水道

企業団（以下「企業団」という。）を被保険者とする履行保証保険

契約（定額てん補、付保割合100分の５以上）を締結した場合は、

その保険証書の提出をもって、契約保証金に代えることができる。 

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項 

   「電子入札公告共通事項」に記載のとおり。 

 ⑵ 個別資格要件事項 

  ア 企業団における平成2 9・3 0年度競争入札参加資格（登録工種：電気工事）を有

していること。 

  イ 平成1 9年度以降に国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関発注工事の元請と

して、仕様書に記す同等設備の施工実績を有すること。 

４ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、電子入札システム上の質問回答機能によらず、

次のとおり電子メール（入札公告ページに掲載の指定様式）により受け付ける。 

 ⑴ 受付期限   平成2 9年７月1 1日㈫ 午後５時0 0分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成2 9年７月1 3日㈭に入札公告ページに掲載する。 

          入札参加者は、この回答を必ず確認すること。 

５ 入札参加申込方法 

 ⑴ 電子入札の場合 

  ア 提出書類 

   (ア) 条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号。申込者の印を押印のこと。） 

   (ｲ) 同種又は類似工事（業務）の施工（履行）実績（様式第２号） 
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   (ウ) 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

  イ 受付期間   公告日から平成2 9年７月2 0日㈭まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）電子入札システムの稼働時間内（午前９時0 0分から午

後８時0 0分。ただし、最終日は午後５時0 0分まで。） 

  ウ 留意事項   添付書類のファイル容量が１ＭＢを超える場合は、電子入札シ

ステム上で資料目録（様式第６号）を送信し、添付書類を次の電

子メールアドレス宛に送信又は持参により提出すること。 

           阪神水道企業団総務課契約係 宛 

           E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑵ 紙入札の場合 

   紙入札（紙の入札書を提出して行う入札をいう。以下同じ。）による入札を希望

する者は、やむを得ない事情により電子入札システムを使用して入札に参加できな

い場合のみとし、次のとおり紙入札参加に必要な書類を持参により提出すること。

郵送は認めない。 

  ア 提出書類 

   (ア) 紙入札参加承認願（様式第５号。電子入札システムを使用できない理由を記

載のこと。） 

   (イ) 上記５⑴アに示す提出書類 

  イ 提出場所   本庁舎 ３階 総務部総務課契約係 

           神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

  ウ 受付期間   公告日から平成2 9年７月1 9日㈬まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）毎日午前９時3 0分から午後４時3 0分まで（午前1 1時3 0

分から午後１時3 0分までを除く。） 

６ 入札書提出期間及び方法 

⑴ 電子入札システムにより入札する場合 

  ア 提出期間   第１日目 平成2 9年７月2 1日㈮午前９時0 0分から午後８時0 0分

まで 

           第２日目 平成2 9年７月2 4日㈪午前９時0 0分から午後３時0 0分

まで 

  イ 方  法   電子入札システムにより、入札書に工事費内訳書（設計書に示

す様式）を添付して送信すること。入札書、入札書受信確認通知

及び入札書受付票は控えとして印刷し、保存すること。 

 ⑵ 紙入札により入札する場合（紙入札の承認を得た場合に限る。） 

  ア 提出期限   入札日第２日目の午後３時0 0分まで 

  イ 方   法   企業団本庁舎３階総務部総務課契約係まで入札書及び工事費内

訳書を持参により提出すること。郵送は認めない。 

７ 開札日時   平成2 9年７月2 5日㈫ 午前1 0時3 0分から 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 
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 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電 話(078)4 3 1-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)4 3 1-2664 

                                          

阪神水道企業団公告 

 下記の業務について、公募型プロポーザル方式に係る手続を開始するので、次のとお

り公告する。 

  平成2 9年７月1 8日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 谷 本 光 司 

１ 業務の概要 

⑴ 業務名称 

施設有効活用等に関する検討支援業務委託 

⑵ 業務目的 

阪神水道企業団（以下「企業団」という。）では、構成市の水需要が減少する中、

ダウンサイジングの対象となる施設や既存管路（この項及び第２項において「施設」

という。）について、有効活用の可能性及び方策等に関する検討を進めていくこと

としており、現時点での具体的な方策として、近隣水道事業体や工業用水道事業等

との連携を想定している。 

本業務は、企業団が施設の有効活用等を検討するに当たって、具体的な方策及び

必要な施設整備方法の検討、費用対効果の測定及び実施に当たってのスキーム案の

構築等について支援を得ることを目的とする。 

 ⑶ 業務内容 

 本業務の内容は以下のとおり。 

ア 有効活用方策の検討 

施設の有効活用に関する実現可能性のある対象施設の検討及び具体的な方策等

について、近隣の事業体の状況等（意向、計画等）も含めて整理する。 

イ 施設整備方法の検討  

整理した方策に関し、必要となる合理的及び効果的な施設整備方法の検討及び

概算費用の算出を行う。  

特に、ダウンサイジングを予定している猪名川浄水場に関しては、停止予定で

ある既存の沈澱池及び高度処理施設（中間ポンプ、オゾン接触槽、活性炭吸着槽

及び再凝集池）の活用が可能となるよう検討する。  

ウ 費用対効果等の測定 

検討した施設整備方法等を踏まえ、有効活用方策に関する費用対効果の測定を

行う。測定に当たっては、有効活用に当たっての費用（施設整備、運転管理、維

持管理等）及び適正な収入の見積りを含むこととする。 

エ 有効活用に当たってのスキーム案の整理 
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企業団が施設の有効活用を実施する際に考えられるスキーム案を整理する。具

体的には、他事例の取りまとめを含め、法令面も含めた課題の抽出並びに解決策

の検討及び整理をした上で、事業運営手法等（体制、責任分担、ガバナンス、資

金の調達方法、費用負担の方法等）の整理を行う。  

 ⑷ 履行期間 

   契約締結の日から平成3 0年３月2 0日㈫まで 

 ⑸ 契約金額の上限 

   本業務に係る契約金額は5,400,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。）を上

限とする。 

２ プロポーザルを求める内容 

  企業団が施設の有効活用等を検討するに当たって、具体的な方策及び必要な施設整

備方法の検討、費用対効果の測定、さらには実施に当たってのスキーム案の構築等を

行うに当たり、必要となる観点並びに項目及び情報等の整理、分析方法等について、

プロポーザルを求める。 

３ 参加資格 

  プロポーザルに参加する者は、次の項目全てに該当する者とする。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第1 6号）第167条の４の規定に該当しない者で

あること。 

⑵ 公募型プロポーザル参加表明書の提出期限において、企業団指名停止基準に基づ

く指名停止を受けていないこと。 

⑶ 会社更生法（平成1 4年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法（平成1 1年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者

であること。（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再

生手続開始の決定があった場合を除く。） 

⑷ 消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない者であること。 

 ⑸ 平成2 4年度以降に、水道事業、用水供給事業又は工業用水道事業において、調査

検討分析業務若しくは施設及び管路の新設又は更新（部分更新を含む。）に係る計

画、基本検討又は設計業務の履行実績を有すること。 

⑹ 上水道に関する技術士（上下水道部門（上水道及び工業用水道）又は総合技術監

理部門（上下水道一般並びに上水道及び工業用水道）又はシビルコンサルティング

マネージャー（上水道及び工業用水道部門））のいずれかの資格を有し、上記３⑸

の業務について、平成2 4年度以降に実績のある管理技術者、担当技術者及び照査技

術者を配置することができること。 

⑺ 兵庫県内又は大阪府内に事務所を有すること。 

４ 参加表明に必要な書類（以下「参加表明書等」という。）と記載上の留意事項 

 ⑴ 参加表明書等は次のとおりとし、記載する文字サイズは1 0ポイント以上とする。 

ア 参加表明書（様式－１） 

イ 誓約書（様式－２） 

ウ 平成2 4年度から平成2 8年度までの業務実績（様式－３） 
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エ 作業予定者の経歴等及び業務実施体制（様式－４） 

オ 作業予定技術者の過去５年間の業務実績（様式－５）  

カ その他必要書類（様式任意） 

 ⑵ 参加表明書等の内容に関する留意事項 

記載事項 内容に関する留意事項 

平 成 24年 度

か ら 平 成 28

年 度 ま で の

業務実績 

・参加表明書の提出者が過去に受託した業務の実績について、３件

記載すること。 

・記載する業務は平成24年度以降に完了した業務とする。 

・企業が業務を実施したことを証明できる契約書、TECRIS、特記仕

様書などの写しを添付すること。また、必要に応じて業務の内容

がわかる成果品の一部又は全部も添付すること。 

・記載様式は様式－３とする。 

作 業 予 定 者

の 経 歴 等 及

び 業 務 実 施

体制 

・作業予定者の経歴等について記載すること。 

・作業予定者の過去に従事した業務実績について１件以上記載する

こと。 

・他の経営コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又

は学識経験者等の協力を得て業務を実施する場合は、備考欄にそ

の旨を記載するとともに、再委託先又は協力先及びその理由(企業

の技術的特徴等)を記載すること。ただし、業務の主たる部分を再

委託してはならない。 

・記載様式は様式－４及び様式－５する。 

５ 参加表明書等の提出方法、提出先及び受付期間 

⑴ 提出方法 

参加表明書等は、持参により提出すること。 

⑵ 提出先及び受付期間 

ア 提出先（受付担当） 

〒658-0073 神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

総務部総務課契約係（本庁舎３階） TEL：078-431-1902 

イ 受付期間 公告の日から平成2 9年７月2 6日㈬まで（土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）毎日午前９時0 0分から午後５時0 0分まで（午前1 1時3 0分から

午後１時3 0分までを除く。） 

６ 参加表明後の流れ 

⑴ スケジュール 

本業務の契約締結までの日程については、次のとおり予定している。 

項目 日程 

参加表明書等の受付及び提案説明書配付 公告の日～７月26日 
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質問受付 公告の日～７月26日 

回答送付 ７月28日予定 

提案書の受付 ～８月16日 

受託候補者の特定 ８月28日予定 

契約締結 ８月下旬予定 

 

⑵ 提案説明書の配付 

参加資格を満たしている参加表明書等の提出者に対して、企業団から提案説明書

を配付する。 

⑶ 受託候補者の特定方法 

提出された参加表明書等及び提案書に対して、企業団において設置する「評価委

員会」で一定の評価基準に基づく審査を実施し、最も優れた提案者を受託候補者と

して特定する。ただし、参加表明時において、資格要件や必要書類など参加表明書

等に不備があった者は失格となり、提案書の評価は行わない。 

７ 契約に関する条件 

契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）が200万円を超える場合には、業務

受託者が暴力団等でないこと等についての誓約書等を契約締結前に提出すること。 

８ その他の留意事項 

⑴ 本契約案件に関して作成する書類等について、使用する言語は日本語とする。 

⑵ 委託業務の内容に係る説明会等は行わない。 

⑶ 参加表明書等の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

 ⑷ 参加表明書等に虚偽の記載をした場合には、提出された参加表明書等を無効とす

る。 

 ⑸ 提出された参加表明書等は返却しない。また、提出された参加表明書等は受託候

補者の特定以外には使用しない。 

 ⑹ その他本書に記載のない事項、質問事項等については、５⑵に記載した受付担当

に問い合わせること。 

⑺ 契約を締結した者は、本業務委託の一部について再委託又はその履行に伴う契約

（以下「再委託等」という。）を締結する場合において、その契約金額（同一の者

と複数の再委託等を締結する場合は、その合計金額）が200万円を超えるときには、

その相手方が暴力団等でないこと等についての誓約書を提出させ、当該契約書の写

し（「暴力団排除に関する特約」第３項の規定により、同項に準じて再委託等に定

めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。）を企業団に提出すること。 

⑻ 契約書及び約款については、当企業団指定の様式（ホームページ参照）を使用す

ること。 

 ⑼ 公募型プロポーザルに参加しようとする者は、評価委員会の委員との間に利害関

係がなく、本契約案件の受託候補者特定の公表までの間において、本契約案件に関
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して、評価委員会に直接及び間接を問わず、自らを有利に又は他者を不利にするよ

うに働きかけることを禁ずるものとし、この禁止事項に抵触したと認められる場合

は、参加資格を失うことがある。 

 

様式－１ 

参 加 表 明 書 

平成  年  月  日 

阪神水道企業団 企業長 様 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者 名               印 

下記業務の提案書に基づく選定に参加したいので、これに必要な書類を提出

します。 

記 

１ 公 告 日 平成 年 月 日 

２ 業務名称 施設有効活用等に関する検討支援業務委託 

担当部署 

担当者名 

Ｔ Ｅ Ｌ 

Ｆ Ａ Ｘ 

Ｅ- mail 

 

様式－２ 

誓 約 書 

平成  年  月  日 

阪神水道企業団 企業長 様 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者 名               印 

「施設有効活用等に関する検討支援業務委託」の公募型プロポーザルの参加

申込みを行うに当たり、同業務に関する阪神水道企業団公告に記載されている

参加資格要件を全て満たしていることを誓約いたします。 

なお、企業団から参加資格要件に関して必要な書類の提出を求められた場合

には、速やかに必要書類を提出いたします。 

また、提案説明書受領後において、参加資格要件のいずれかを満たしていな

いことが判明した場合、企業団が行う措置（参加資格の取消し、契約解除等）

に従います。 
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様式－３ 

平成24年度から平成28年度までの業務実績  

 提出者氏名（            ） 

業務名称 
   

契約金額 

（消費税等込） 

   

履行期間    

委託者名    

業務の概要    

※平成 24年度以降に水道事業、用水供給事業又は工業用水道事業において、調査検討分析業務

若しくは施設及び管路の新設又は更新（部分更新を含む。）に係る計画、基本検討又は設計

業務の履行実績を有し、実施した実績を３件記載すること。 

※業務の概要については、できるだけ具体的に記述すること。また、業務の内容がわかる成果

品の一部（概要版）又は全部を別途提出すること。 

 

様式－４ 

・作業予定者の経歴等 

ふ り が な  

①氏名 
②生年月日 

③所属・役職 

④保有資格 

・             登録番号：   取得年月日： 

・             登録番号：   取得年月日： 

・             登録番号：   取得年月日： 

⑤業務経歴 

業務名 業務の概要 委託者名 履行期間 

TECRIS登録番号    

注１：「○○技術者」は、主任、照査、担当技術者の各名称を記述するこ

と。 

注２：資格を証する書面の写しを添付すること。 

注３：再委託する場合も同様に提出すること。 

・業務実施体制 

分担業務の内容 
再委託先又は協力先及びその理由（企業の技術的特徴

等） 

  

  

注１：業務の分担を行っている場合には記載するものとする。 
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注２：他の経営コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の協力

を受けて業務を実施する場合のみ記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由（企

業 の 技 術 的 特 徴 等 ） を 記 載 す る こ と 。 た だ し 、 業 務 の 主 た る 部 分 を 再 委 託 し て は な ら な

い。 

 

様式－５ 

・作業予定技術者の過去５年間の業務実績 

 ○○技術者（氏名              ） 

業務名 
 

TECRIS 登録番号 
 

契約金額 
 

履行期間 
 

発注機関名 

住所 

TEL 

 

業務の概要  

業務の技術的特徴  

当該技術者の業務

担当の内容 
 

注１：「○○技術者」は主任、照査、担当技術者の各名称を記述する。 

注２：業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。 

注３：企業 ･技術者が業務を実施したことを証明できる契約書 ､TECRIS、特記仕様書などの写し

を添付すること。また、必要に応じて業務の内容がわかる成果品の一部又は全部も添付す

ること。 

 


